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令和５年３月 20日 
 

「第 11 回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議地質構造・水資源部会専門部会における 

貴社説明に対する意見」（令和５年３月３日付）に対する当社の回答 
 

専門部会委員及び県の意見 当社の回答 

１ 田代ダム取水抑制案における東京電力ＲＰの実測データの取り扱いについて 

(1)データ

の一部を削

除したこと 

貴社は、平成31 年４月３日のデータが

空欄になっているとの部会長の指摘を受

け、「ちょっと飛びぬけて違った値とし

てのデータを（中略）載せるのはふさわ

しくないという判断で、（中略）統計的

なところから抜いております」と説明し

ました。 

貴社が、一部データについて削除し、

その注釈等がない形で専門部会に提出

し、かつ、指摘があるまで説明しなかっ

たことは、非常に不適切であると考えま

す。部会長が「データがあるのに書かな

いんだとすると、それはデータ隠し、最

もやっちゃいけないこと」と指摘したと

おりです。 

また、令和５年２月８日、東京電力Ｒ

Ｐから本県に、「ＪＲ東海へ提供したデ

ータのうち、平成31 年４月３日、平成31 

年４月４日、平成31 年４月10 日につい

て、大井川取水量が正しく計測できなか

ったため、発電に使用した水量から大井

川取水量を算出する際に計算のミスがあ

り、データに誤りがあった。この情報は

ＪＲ東海にも伝達済である」との報告が

ありました。 

様々な対話や検討は、正しいデータの

もとに行われることが大前提です。した

がって、他の欠測日等として空欄になっ

ている日のデータの取り扱いや検討結果

についても、正しいデータかどうか確認

をすることが不可欠であると考えます。

加えて、これまで提出された資料や検討

結果についても同様の確認が不可欠であ

ると考えます。 

 

・令和５年１月25日の第１１回地質構造・水資源部会

専門部会（以下、「前回の専門部会」という。）の資

料において、東京電力ＲＰからご提供頂いた河川流

量の実測値（平成24年１月１日～令和４年３月31

日）のうち、平成31年４月３日のデータについて

は、検討対象から除外しました。詳細は別添１にお

示しします。また、令和２年12月８日、令和２年12

月14日、令和３年11月16日、令和３年11月19日の計

４日のデータについては、河川流量が24時間のうち

数時間のみで計算された値であったことから、検討

対象から除外しました（前回の専門部会の資料にお

いて、当社が検討対象から除外したのは、以上の計

５日間です）。 

・前回の専門部会でのご指摘を受け、全てのデータ及

び欠測等の理由について、東京電力ＲＰへ再確認し

ました。 

・その結果、平成31年４月３日のデータは、河川流量

の算出の過程で用いる支流の沢の流量に誤りがある

ことが分かりました。詳細は資料１（別紙２）の表

1-2の注釈に、また、河川流量の算出方法は、巻末＜

補足＞にお示しします。 

・さらに、平成31年４月４日など、計11日（前項の平

成31年４月３日を含む）のデータについて、誤りが

あることが分かりました。詳細は資料１（別紙２）

の表1-2、表1-5の注釈にお示しします。 

・また、平成25年３月から11月の計14日のデータにつ

いては、近傍の測水所のデータにより補完されてい

たデータであることが分かりました。詳細は資料１

（別紙２）の表1-2、表1-3、表1-5、表1-6の注釈に

お示しします。 

・これらの確認結果を踏まえ、東京電力ＲＰから、あ

らためて誤りを修正したデータをご提供頂き、正し

いデータに修正するとともに、近傍の測水所のデー

タにより補完されていたデータについては欠測とし

たうえで再検討を行いました。 

資料３－３ 
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ついては、欠測日等として空欄にした

日について、「そもそも東京電力ＲＰか

らのデータがない」「外れ値として除外

した」など、空欄である理由を明確にし

てください。また、「外れ値として除外

した」など、意図的に記載をしていない

のであれば、その理由を説明してくださ

い。 

加えて、これ以外の資料や検討結果に

ついても、同様に、正しいデータが使わ

れているか、確認してください。その上

で、不適切な部分があれば、その理由を

示した上で修正してください。 

・検討の結果、検討に用いた期間内（欠測等を除く約

2,700日間）のすべての日において、県外流出量と同

量を大井川に還元することが可能であることが確認

できました。 

・以上の内容を反映した全データ及び検討結果を資料

１（別紙２）（表1-1～表1-6、図1-1～図1-21）にて

お示しします。 

・なお、当社が検討対象から除外した日に加えて、欠

測等として空欄にしていた日についても、その理由

を資料１（別紙２）の注釈に追記した形でお示しし

ます。 

 

(2)「大井

川への還元

に利用可能

な水量」 

 貴社は、例えば第11 回専門部会資料１

（別紙２）図１－１【別添１参照】のよ

うに、「大井川への還元に利用可能な水

量（以下、「還元可能水量」とい

う。）」として、河川流量－（トンネル

掘削に伴う河川流量の減少量（予測値）

＋河川維持流量（規定値））のすべてを

使えるかのように説明しています。 

しかし、実際は、還元可能水量は、東

京電力ＲＰの水利権量4.99m3／sの範囲内

であることが必要です。この制約条件を

考慮すると、別添１下図のように、赤線

以下の部分が還元可能水量であると考え

ます。 

 

つきましては、上記の理解が正しいと

考えるのであれば、上記の趣旨が明確に

読み取れるよう資料を修正してくださ

い。 

・Ｂ案は、「大井川への還元に利用可能な水量」のう

ち、東京電力ＲＰにより水利権量の範囲内で、県外

流出量と同量の分だけ、取水を抑制し、大井川に還

元する方策です。 

・上記の趣旨が読み取れるよう専門部会の資料の凡例

及びグラフを修正し、お示しします。 

・なお、令和５年１月25日の第11回静岡県地質構造・

水資源部会専門部会の資料１（別紙２）の凡例及び

グラフの注釈に記載したとおり、大井川に還元する

水量は、「県外流出量」と同量であり、「大井川へ

の還元に利用可能な水量」の全てを大井川に還元す

るという意味ではありません。 
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(3)冬場に

必要となる

取水量の考

慮 

 令和５年２月８日に、東京電力ＲＰか

ら、「冬場に機器に支障を来さず運転で

きる流量として、１台運転0.81m3/s まで

は確認できている」、「ＪＲ東海の実現

性の検証は、東京電力ＲＰの取水量０を

前提としているがそのような協議は行っ

ていない」と聞いています。 

貴社は「検討に用いた期間内のすべて

の日において、大井川への還元に利用可

能な水量が県外流出量より多く、県外流

出量と同量を大井川に還元することが可

能であることが確認できました」と説明

していますが、「１台運転0.81m3/s」の

取水を考慮しても「還元することが可

能」と考えているのでしょうか。また、

その考えは、東京電力ＲＰにおいても同

じであると理解してよろしいでしょう

か。 

・Ｂ案について、県外流出量と同量を大井川に還元す

ることが可能かどうかの検討方法については、資料

１に示している通りです。 

・Ｂ案の実施にあたり、東京電力ＲＰが実際にどのく

らい取水を抑制して頂けるか等の具体的な運用につ

いては、流域の関係者のご理解のもと、今後東京電

力ＲＰと協議の中で決めていくことになると考えて

います。 
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(4)欠測日

等における

実施可否の

考え方につ

いて 

田代ダム取水抑制案における貴社の検

討は、平成24 年１月１日～令和４年３月

31 日（約3,700 日間）のうち欠測日等を

除く約2,700 日を確認したものであり、

欠測日等である約1,000 日(全体の27％)

は確認できていません。 

この欠測日等は、データがないため

に、取水抑制することができるか判断す

ることができず、実施が不可能となる場

合もあるのではないかと考えます。 

還元可否の確認ができていないことに

より、取水抑制が不可能となるのではな

いかとの危惧について、この欠測日等に

おいても、取水抑制が可能であることを

どのように科学的に説明できるのか、貴

社の見解を御教示ください。 

・東京電力ＲＰからご提供頂いた日々の河川流量の実

測値（平成 24 年１月１日～令和４年３月 31 日の約

10 年間のうち、欠測等を除く約 2,700 日間）のデー

タ数は、検討日数として十分であると考えています。 

・検討の結果、検討に用いた期間内（欠測等を除く約

2,700日間）のすべての日において、県外流出量と同

量を大井川に還元することが可能であることが確認

できましたが、欠測等の期間は還元可否が確認できな

いことのほか、検討結果は解析結果の数値を用いてい

るため不確実性が伴うことがと考えられます。 

・これについては、資料１にお示ししているとおり、県

外流出区間のトンネル掘削に先立ち、高速長尺先進ボ

ーリングによる調査を実施し、この調査等の結果か

ら、掘削スケジュールの調整など、県外流出量と同量

の水量を確実に大井川へ還元するための対応を検討

していきます。 

また、令和４年11月30日に開催した第

15回大井川水利流量調整協議会におい

て、東京電力ＲＰが、令和６年２月から

令和７年11月までの期間、水車改良工事

のために取水停止する計画を明らかにし

ています。 

この期間中は、東京電力ＲＰは取水しな

いため、東京電力ＲＰの協力による田代

ダム取水抑制が実施できないと考えます

が、このことについても、見解を御教示

ください。 

・当社は、流域の関係者の理解のもとで、高速長尺先進

ボーリングにより静岡県内から流出する湧水に対し

てもＢ案を適用することを考えております。 

・南アルプストンネル山梨工区の広河原斜坑の高速長

尺先進ボーリング調査における完了時湧水量は

0.003m3/秒～0.007m3/秒（年間約 0.0009 億トン～

0.002億トン）であり、これと同程度のボーリング湧

水が静岡県側から山梨県側に流れたとしても静岡県

内の地下水に影響を与え、大井川の水資源利用に影響

を与える可能性は小さいと考えております。 

・東京電力ＲＰが改良工事のために取水停止する期間

においては、田代ダムの取水抑制は実施できません

が、そもそも当該期間は、通常期に比べて年間約 0.8

億トンの水が大井川に還元されることになります。 

 

  



 

5 

２ 田代ダム取水抑制に対する東京電力ＲＰの確約について 

令和５年１月25日の県専門部会で、貴社から、「専

門部会の理解を得たので、東京電力ＲＰの確約につい

て、東京電力ＲＰと協議に入る」旨の発言がありまし

た。 

一方、令和５年２月８日、県は、東京電力ＲＰか

ら、「理解を求める関係者は、大井川利水関係協議会

（流域市町、利水者）と河川管理者であり、現時点で

は流域の理解が得られているとは考えていない」と聞

いています。 

貴社の認識と東京電力ＲＰの認識が異なっていると

考えられますので、事実関係を御教示ください。ま

た、東京電力ＲＰとの協議を具体的にいつ行うかを含

めて、今後の対応についての考えも御教示ください。 

・令和５年１月 25日の第 11回地質構造・水資源部会専

門部会において、部会長から「この問題の早期解決に

向け、実効性のある東電の確約をこの専門部会に持っ

てきてほしい」等の意見があったことを受け、東京電

力ＲＰに協議の開始をお願いしたところ、東京電力Ｒ

Ｐからは、流域の関係者に対して、東京電力ＲＰとＢ

案の協議を開始することの了解について、個別に確認

を取る必要があるとの見解が示されました。 

・東京電力ＲＰとは、Ｂ案について、当初より流域の関

係者のご理解のもとで具体的な協議を行うものとし

ており、現在もその認識は同じです。 

・一方、令和５年３月８日及び３月 13 日に、当社より

貴県に差し上げた文書では、Ｂ案に関して、以下の１

～３を前提として東京電力ＲＰと協議を開始するこ

とについて、貴県の了解をいただきたい旨を伺ってお

り、早期にご回答を頂けますよう、お願いいたします。 

 

１．Ｂ案は、静岡県から県外へ流出するトンネル湧水

量と同量を大井川に戻す方策として、工事の一定

期間（約 10ヶ月間と想定）に田代ダムの取水を

抑制し、大井川に還元する案として検討している

こと。 

２．Ｂ案は、永続的に行うものではなく、東京電力Ｒ

Ｐの水利権には影響を与えないこと。 

３．協議の内容には、高速長尺先進ボーリングからの

湧水に対してＢ案を適用することも含むこと。 
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３ 高速長尺先進ボーリングによる湧水量の想定 

貴社は、「高速長尺先進ボーリングの削孔断面積は

約0.01～0.10ｍ2であり、本坑の約100ｍ2や先進坑の約

35ｍ2に比べて小さな断面です」と高速長尺先進ボーリ

ングの口径が小さいことを説明しています。 

しかし、貴社が平成31年３月13日第２回地質構造・

水資源専門部会において、静岡県内で実施する高速長

尺先進ボーリングの管理値設定根拠を説明する際に使

用したトンネル湧水量計算式によれば、高速長尺先進

ボーリングによる湧水量は、先進坑の湧水量の約63％

となります。 

仮に、流出期間を10ヶ月とすると、高速長尺先進ボ

ーリングによる流出量は、約212万m3と試算されます。

（削孔断面積は先進坑の0.03～0.3％）【別添２参照】 

また、大島洋志(2020):地下水学会誌第62 巻第２号

p257～281「トンネルと地下水－私が学んできたこと

－」においては、「リニア中央新幹線の南アルプスト

ンネルは、（中略）水の問題がつきまとう」ことから

「高速長尺先進ボーリングを秘密兵器として活用する

しかない」とされています。 

 

これらのことから、削孔断面積が小さい場合であっ

ても、高速長尺先進ボーリングによる湧水量が、口径

の小ささから想起されるような少量になるとは限りま

せん。削孔断面積に言及する際には、断面積と湧水量

との関係を正確に理解できるように、適切に説明して

いただくようお願いします。 

・当社が、静岡県内で実施する高速長尺先進ボーリング

の管理値設定根拠を説明する際に使用した湧水量の

推定式は、別添２に示すとおり初期湧水量を推定する

ためのものです。また資料にもあるように、実際の湧

水量は一般的に初期湧水量から低減するものであり、

10 ヶ月間この式に従って湧水が流れるとする想定

は、式の使い方として適切ではないと考えます。 

 

・なお、資料２「南アルプストンネル山梨工区 山梨・

静岡県境付近の調査及び工事の計画について」に示す

図８については、図のタイトルの通り、先進坑の直径

と高速長尺先進ボーリングの掘削断面積の違いを視

覚的にわかりやすく説明するために掲載しているも

のです。 

４ 「第 10 回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議地質構造・水資源部会専門部会における貴社説明に対する意

見」についての回答に対する意見等 

貴社の回答に対する県の意見等を別添３に示します

ので、図を用いて説明するなど、わかりやすく回答し

ていただけるようお願いします。 

・別添３にお示しします。 

 




